
団体名

１　一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの） （百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支
歳入のうち他
会計からの
繰入金

歳入のうち基
金（財産区）
繰入金

地方債現在高
（特定資金公共投
資事業債含む）

標準財政規模 備考

15,529 15,395 134 123 10 438 31,276

50 48 2 2 21 - 18

20 20 0 0 5 - -

15,573 15,437 136 125 10 438 31,294 9,173

２　１以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの） （百万円）

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

他会計から
の繰入金

地方債現在高 備考

313 316 △ 3 - 11 2,511 法適用企業

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
1,601 1,568 33 28 150 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
509 499 10 10 152 320

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
61 60 1 1 15 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
157 157 0 0 52 156

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
33 32 1 1 5 16

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
258 250 8 8 80 148

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
2,023 2,011 12 12 145 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
556 547 1 1 89 2,372

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
17 16 1 0 3 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
157 157 0 0 5 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
31 31 0 0 1 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
111 111 0 0 2 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
15 15 0 0 2 0

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
706 702 3 3 209 2,717

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
226 226 0 0 11 116

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
55 55 0 0 44 337

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
45 41 3 3 29 489

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
376 376 0 0 122 1,760

（歳入）　　 （歳出） （形式収支） （実質収支）
4 4 0 0 2 15

　　　　　２．他会計からの繰入金の欄には、収益的収入及び資本的収入への繰入金の合計値を記載している。
　　　　　３．法適用企業について、不良債務が生じている場合は、その額を「△～」と表記している。
　　　　　（参考）法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。

３　関係する一部事務組合等の財政状況 （百万円　，　％）

普通会
計・公営
事業会
計の別

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

形式収支
（純損益）

実質収支
（不良債務）

歳入のうち当
該団体からの
繰出金

地方債現在高 備考

272 270 2 2 0 551

2 2 0 0 0 0

544 543 1 1 0 0

532 525 7 7 0 53

22 20 2 2 0 0

（総収益） （総費用） （純損益） （不良債務）
838 842 △ 4 0 0

（総収益） （総費用） （純損益） （不良債務） 繰出金
2,365 2,533 △ 168 0 381 ３８１百万円

2,623 2,570 53 53 0 0

87 86 1 1 0 0

259 237 22 22 0 50

1 0 1 1 0 0

08,106 8,056 50 50

538 -

隠岐病院事業特別会計 646 -

隠岐島前病院事業特別会計

仁万の里作業特別会計

知的障害者施設事業特別会計 66.0

財政状況等一覧表（１７年度）

隠岐の島町

1,695

会計の名称

農業集落環境整備事業

漁業集落環境整備事業

特定地域生活排水事業

　（注）　１．上表の数値のうち、公営企業（水道・病院・工水・交通・ガス・駐車場・下水・簡水・電気・港湾・市場・
           観光・宅地・介護サービスの一部（指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・老人短期入所施設・老人デイ
           サービスセンター・指定訪問看護ステーションを提供するものであって、利用料金制をとっているもの））に
           ついては、公営企業決算統計の値を、その他の事業は決算の値を記載している。

一部事務
組合等名
称

-

当該団体の
負担割合

63.9

0 3.7

-

一般会計

救急医療対策事業特別会計

消防事業会計

積立金現在高

4.3

-

58.2

63.6

65.7

下水道事業合計

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

老人デイｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

老人短期入所施設事業

　（注）　１．上表の数値は、各会計ごとに決算の値を記載し、併せて、参考として普通会計決算統計の値も記載している。
　　　　　　　ただし、普通会計決算統計では、普通会計を構成する一般会計とその他の各特別会計間で繰出、繰入を行っている場合には、これを単純に
              合計したものを普通会計の決算額とすると繰出、繰入の額だけ規模が大きくなってしまうため、この重複額を控除して純計された決算額が
              計上されている。このため、各会計の合計数値は、必ずしも普通会計決算統計の値と同じにはならない。

簡易水道事業

駐車場事業会計

介護サービス事業合計

訪問看護事業会計

国保事業（事業勘定）

国保事業（直診勘定）合計

中村診療所

五箇診療所

五箇歯科診療所

都万診療所

事業の名称

上水道事業会計

会計の名称

一般会計

布施へき地診療所会計

五箇へき地診療所会計

普通会計

隠岐広域
連合

島根県市
町村総合
事務組合

普通会計

公営事
業会計

普通会計

一般会計

市町村職員退職手当特別会計

市町村非常勤職員公務災害
補償等特別会計

介護保険事業特別会計

農業共済事業特別会計

老人保健医療事業会計



　（注）　１．上表の数値は、各会計ごとに決算の値を記載している。
　　　　　２．法適用企業について、不良債務が生じている場合は、その額を「△～」と表記している。
　　　　　（参考）法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
　　　　　３．当該団体の負担割合は、各会計ごとに次の数式により算出している。
　　　　　　　　　当該団体が構成団体として支出した分担金及び負担金の額　÷　各構成団体より歳入した分担金及び負担金総額
　　　　　４．当該団体から分担金・負担金を支出していない会計については、負担割合を「－」と標記している。

４　第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 （百万円・％）

経常損益
（千円）

当該団体か
らの補助金
（千円）

当該団体か
らの貸付金
（千円）

資本又は正
味財産（千
円）

当該団体から
の出資金
（千円）

100.0 2 0 0 36,030 5,000 145

100.0 950 13,467 0 84,318 30,000 0

87.2 △ 23,900 0 10,000 △ 48,659 423,500 0

43.3 3,583 0 0 499,409 200,000 0

94.3 1,477 0 0 55,426 112,100 0

25.0 2,291 0 0 84,799 20,000 0

100.0 △ 233 0 0 170,948 185,000 0

　（注）　１．この表では、次の団体を記載している。
　　　　　　　　①地方公共団体等の出資割合が２５％以上の商法法人及び民法法人
　　　　　　　　②出資割合が２５％未満であるものの財政的支援（補助金、貸付金、損失補償、債務保証）を受けている商法法人及び民法法人
　　　　　　　　③土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社
　　　　　２．上表の数値は、各団体の平成１８年３月３１日時点の値を転記している。　
　　　　　３．損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

５　財政指数

　（　（注）　それぞれの指数については次のとおり。

①　財政力指数

②　実質収支比率

③　経常収支比率

④　実質公債費比率

⑤　起債制限比率

⑥　公債費負担比率

⑦　地方債現在高比率

⑧　積立金現在高比率

当該団体の
出資比率

損益計算書・収支計算書・
正味財産増減計算書

（株）隠岐振興

（株）ふせの里

団体名

隠岐空港ターミナルビル（株）

隠岐の島町教育文化振興財団

隠岐の島町土地開発公社

隠岐の島町農業公社

（株）あいらんど

①財政力指数

50

0

0.179

1.4

⑤起債制限比率
（H15～17年度平均）

⑥公債費負担比率

19.3

42.3

23.2

94.4

0

0

0

0

0

貸借対照表 当該団体か
らの債務保
証に係る債
務残高

当該団体か
らの損失補
償に係る債
務残高

備考

341.1

18.5

②実質収支比率

③経常収支比率

④実質公債費比率
（H15～17年度平均）

⑦地方債現在高比率
（特定資金公共投資事業

債を除く）

⑧積立金現在高比率

地方公共団体の将来の公債費負担、あるいは地方債発行可能額を把握するための指標で、地方債現在高の標準財政規模に対
する割合。この比率が高いほど将来の公債費負担が大きくなる。

地方公共団体の財政の安定性を判断する指標の一つで、積立金現在高の標準財政規模に対する割合。
この比率が高いほど、将来の緊急を要する大規模な建設事業等に対して余裕を持って対処でき、長期的に安定した財政運営
を行うことができる。

地方公共団体の財政力を示す指標であり、標準的な行政活動を行うために必要な一般財源需要額に対する地方税等の税収の
割合をいう。この数値が高く、１に近く或いは１を超えるほど財源に余裕（自主的な財政力）があることとなる。

実質的な収入と支出の差額である実質収支の額の適否を判断する指標であり、標準財政規模に対する実質収支額の割合で示

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的（継続性・安定
性）に収入される一般財源（経常一般財源）が、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的（義務的）に支出される経
費（経常的経費）にどの程度充当されているかという割合。

平成１８年度からの地方債協議制移行にあわせ、市場の信頼や公平性の確保、透明性、明確化等の観点から、現行の起債制
限比率について一定の見直しを行った新たな指標。
（起債制限比率に公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金、一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認め
られる補助金又は負担金及び公債費に準ずる債務負担行為に係るもの（元金補給分除く）等が加えられた。）
この指標が２５％以上になった場合、一定の地方債に付き起債が制限される。
また、１８％を超えると公債費負担適正化計画を策定する団体となる。

地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源のうち地方交付税が
措置されるものを除いたものの標準財政規模に対する割合。

財政構造の弾力性を判断する指標であり、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合を表す比率である。率
が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示す。公債費には、繰上償還や一時借入金利子に係るものも含まれる。

（参考）標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税額


